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                令 和 ３ 年 １ ０ 月 ７ 日 

 

 長 崎 県 議 会 議 長  坂本  智徳  様  

 長 崎 県 知 事  中村  法道  様  

 

                         

            長崎県人事委員会  

              委員長   水上  正博  

 

 

職員の給与に関する報告及び勧告について  

 

地方公務員法第８条、第１４条及び第２６条の規定に

基づき、職員の給与について別紙第１のとおり報告し、

併せてその改定について別紙第２のとおり勧告するとと

もに、職員の人事管理について別紙第３のとおり報告し

ます。  

この勧告に対し、県議会及び知事が、その実現のため、

所要の措置をとられるよう要請します。  


